
平成 29 年度事業方針 

はじめに 
 

世界宗教者平和会議（WCRP）日本委員会は、創設の基本理念を踏まえ、行動

指針として、(1)ネットワーク化、(2)啓発・提言活動、(3)平和教育・倫理教育、

(4)人道的貢献を示し、その目的達成のための事業を展開してきた。引き続きこ

の行動指針のもとに活動を実施する。 

とりわけ昨年は、新たな枠組みでタスクフォースも始動し、平和のためのより

具体的な活動を力強く推進していきたい。 

 

国際レベルでの取り組み 
 

国際的には、宗教の名を使った暴力的過激主義の問題は深刻さを増すと同時に、

イスラームに対する宗教的差別をはじめとして、諸宗教共同体の対立や社会分断

の助長などの状況が起き続けている。暴力に対し軍事力で対処する国際政治のあ

り方に対して、宗教者が紛争の根源に遡り、宗教的価値に基づく解決を目指すメ

ッセージを発信する責任と重要性が一層増している。さらに、難民や避難民の数

が近年著しく増加しており、いかに他者を受け入れることができるかという共生

を基盤とした認識を促すとともに、諸宗教ならではの具体的行動を実施していく

必要がある。 

国際委員会と連携・協力し、軍縮・核兵器廃絶、紛争和解など諸宗教の対話・

協力を通した活動を実施する。 

 

タスクフォースの取り組み 
 

新たな枠組みでスタートしたタスクフォースは、本年２年目を迎え、以下の具

体的な取り組みに着手することを目指したい。 

核兵器禁止条約タスクフォースでは、国連での当条約の交渉が開始されること

をふまえ、核兵器廃絶国際キャンペーン（ICAN）と協働し提言ハンドブックを

作成し政策提言をするとともに世論喚起のための活動を推進する。 

さらに、国際委員会、とりわけ国際軍縮・安全保障常設委員会と協力し、2020

年までにアジア地域はもとより世界全域における核兵器の廃絶を目指し、核兵器

の非人道性を広く訴え、積極的に提言活動を推進していく。 

気候変動タスクフォースでは、第８回アジア宗教者平和会議（ACRP）仁川大

会の宣言文で謳われた植林活動を実施する。都会における森づくりプロジェクト

を始動し、多くの人に参画を呼びかけ意識啓発を行う。 

和解の教育タスクフォースでは、対話を通して対立から和解を促すファシリ 

テーターを養成するための連続セミナーを実施する。トレーナー養成の知見と経

験をもつ国際機関や国内における諸宗教・文化間の対話を実施している教育機関

等と連携する。 

難民問題タスクフォースでは、難民支援協会などの NGO 機関と連携し、シリ



ア難民留学生の日本受け入れを支援する。向学意欲の高いシリア難民を日本語学

校の留学生として受け入れる。 

 

さらに、東日本及び熊本において、タスクフォースを中心として諸宗教ならで

はの活動を推進する。 

東日本震災復興支援は、本年７年目を迎える。平成 23 年（2011 年）に５年間

の予定で活動を開始し、その後３年継続することが決まり、現在、福島における

コミュニティづくりのための支援を中心として実施している。本年は、翌年に区

切りを控えていることも視野に入れながら進めていく。 

昨年、新たに熊本震災復興タスクフォースを立ち上げ、九州臨床宗教師会や地

元の宗教者、関係団体等と協力して復興事業を推進してきた。特に心のケアや災

害時に特別な配慮が必要な方々に焦点を当てた取り組みを実施していく。この取

り組みについては、宗教者や宗教団体が事前にできる準備を含めたマニュアルを

作成している女性部会アドボカシーと連携する。 

 

アジアにおける取り組み 
 

平成 26 年（2014 年）に ACRP 事務局が日本に移転され、翌年には ACRP 行

動計画が採択された。本年は、ACRP の組織改編とともにこの行動計画をもとに

本格的に活動を実施する。日本委員会としても積極的に ACRP と連携し、協力

していく。 

特に東北アジアにおいては、第２次世界大戦後の和解と協調は 70 年以上を経

ても十分ではなく、緊張関係が生じやすい状況にある。民間レベルでの交流や信

頼醸成の重要性がさらに高まる中、これらの問題解決のために宗教者の果たすべ

き役割は決して少なくない。 

本年は、特に第２回日韓宗教指導者交流が予定されており、韓国宗教人平和会

議（KCRP）との協力関係を強化する。さらに１回目の中国宗教者和平委員会

（CCRP）との宗教指導者交流を予定している。韓国並びに中国の宗教者との連

携を密にし、民間レベルでの信頼醸成に努めるとともに、北朝鮮宗教者との対話

の道を開くことを模索したい。 

 

その他 
 

国内外において政治的・社会的に大きな影響を及ぼす問題が発生した場合、日

本委員会として緊急提言を行う。その場合、理事長は総合企画委員会を招集し、

宗教者としての提言の必要性およびその内容を協議し、会長の了承を得て速やか

に発表する。 

その他、財務基盤の強化、広報、出版活動の充実に力点を置き、その実現を 

図っていきたい。 

以 上 


